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第 10 編　図集編

第 1章　総則編

図1-1  地質

（出典：20 万分の 1シームレス地質図 V2、産総研地質調査総合センター）年平均気温及び年間降水量
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図 1-2 年平均気温及び年間降水量

（出典：町気象観測データ）

図 1-3 人口・世帯数・一世帯当たりの人員

（出典：国勢調査）
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　　　　　　　　玄海町役場前の状況　　　　　　　　　　　　　　　　旧有浦小学校付近の状況

図 1-6  平成 2(1990) 年 7 月大雨の状況

　　　　　　旧有浦小学校体育館前の状況　　　　　　　　　　　　　　　学校橋より下流の状況

図 1-7  平成 22(2020) 年 7 月大雨の状況

　　　　　　　　みどり児童館付近の状況　　　　　　　　　　　　　　　　新田付近の状況

図 1-8  令和 3(2021) 年 8 月大雨の状況

有浦川

有浦川

有浦川 有浦川
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　　　　　　　　　　役場前付近の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　若宮八幡宮付近の状況

図 1-9 令和 5(2023) 年 9 月大雨の状況
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図 1-10 玄海原子力発電所敷地周辺の被害地震の震央分布

（出典：玄海原子力発電所基準地震動について　平成 29(2017) 年 1 月 19 日�九州電力株式会社）

～1884年：日本被害地震総覧
1885年～1922年：茅野・宇津カタログ（2001）
1923年～ ：気象庁：地震年報（2012）
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図 1-11  仮屋潮位観測所の潮位観測情報

（出典：気象庁潮位観測情報ホームページ）

図 1-12  対象地震の竹木場断層と城山南断層の位置と規模

（出典：民間団体による検討について　九州電力レポート　新耐震指針に照らした耐震安全性評価のうち基準地震動 Ss の策定について

（平成 21 年 3 月 25 日））
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図 1-13  揺れやすさマップ（計測震度の分布）
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図 1-14  危険度マップ（建物の全壊率の分布）
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図 1-15  木造家屋及び非木造家屋における計測震度と建物全壊率の関係

（出典：東南海・南海地震防災対策に関する調査報告書 (2004)�内閣府）
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図 1-16  日本海南西部（評価対象海域）における評価対象の海域活断層と主な被害地震の震央

（出典：地震本部ホームページ）

図 1-17  常時優先業務の概念
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第 2章　各災害に共通する対策編 _図

図 2-1 指定文化財等の所有者・管理者への国・県の支援

図 2-2 県防災情報システムの防災情報連絡系

図 2-3 県防災行政通信施設の通信系統
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図 2-4 広域応援の体系
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図 2-5  緊急輸送道路網

図 2-6  地域安心システム

図 2-7  基本的な災害廃棄物処理
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図 2-8 県の災害情報の情報収集・連絡系統
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図 2-9 異常現象発見時の通報系統

図 2-10 自衛隊の災害派遣の要請系統

図 2-11 救護所設置の要請及び報告系統
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図 2-12 保健医療活動チームの要請系統

図 2-13 医薬品、医療資機材の要請系統
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備蓄医薬品等
管理委託先
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（集積所）
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供 給

供 給

供 給
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医

療

救

護

所
九州・山口各県

国
その他の機関



216

第 10 編　図集編

図 2-14 保健医療福祉ボランティアの連絡系統

図 2-15 車両等輸送手段の要請系統

図 2-16 町が避難所への物資の配送を行う場合（非大規模災害時）

医療関係団体

（受入・登録窓口）

県

保健医療福祉ボランティア

町

広 報

登 録

情報連絡

情報提供

活 動

町

一般社団法人 佐賀県バス・タクシー協会※
公益社団法人 佐賀県トラック協会

佐 賀 運 輸 支 局

自 衛 隊

ヘリコプター保有団体

車 両

ヘ リ

協力・要請

協力・要請

調達又はあっせん要請

※佐賀運輸支局経由

自 衛 隊

船 舶

海 上 保 安 部
協力・要請

船 舶 業 者
漁業協同組合

県有車両、ヘリコプター、船舶の提供

県

協定を締結した
民間企業等

他市町村

国

協定を締結し
た団体・企業

等
地域内
輸送拠点

避難所 避難所

避難所

要請

物資調達

物資の
提供

物資提供
の要請

町

※自らの備蓄物資の
みでは対応が困難
な場合

希望物資の
配送申込

※自らの備蓄物資の
みでは対応が困難
な場合

配送
(ニーズ収集)
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図 2-17 支援物資の受入・配送システム（大規模災害時）

図 2-18 被災者等の健康管理のための連携・協力系統

図 2-19 飼料の要請系統

物資受入・配送センター

県が指定する輸送拠点
（唐津市文化体育館）

義援物資

調達物資

荷卸し

登録・仕分け

分配

積み込み

避難所
又は

町が指定する
物資の供給場所等

③希望物資の

配送申込

④配送

　（ニーズ収集）

町災害対策本部
⑤配送状況の

報告（適宜）

道路交通情報

の伝達（適宜）
要望の伝達

（適宜）

要望の収集

⑥配送状況の情報提供

②受入

企業・団体等
（物資提供者）

県災害対策本部
（物資配送担当）

物資の移動

（適宜）

必要に応じて一時保管

①物資提供の

申し入れ

①物資提供の要請

※必要に応じて職員を派遣

保健指導・栄養指導・巡回健康相談・心のケア

県
保健福祉事務所

精神保健福祉センター

町
福祉関係団体
ボランティア等

協力

町 県 国

関係農業団体
飼料製造販売業者等

必要数量の確保・供給

要請

要請要請
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図 2-20 防疫活動の連携・協力系統

県

保健福祉
事務所

国

消毒

ねずみ族、昆虫
等の駆除命令

生活用水使用の
制限

（必要な
者への）
入院勧告
措置移送

防疫用薬
剤の提供
の要請

町 へ の 防
疫 指 導 ・
指示等

各種感染
症の情報
の収集提
供

町

防疫組織の設置
町への応援

清潔・消毒
ねずみ族、昆虫等駆除
（管理が困難な場合）

防疫用薬
剤の確保

避難所の
清潔、消毒

生活用水
の供給

臨時の
予防接種

疫学調査

健康診断
の勧告・
措置

報
告

協
力
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図 2-21 被害認定調査の流れ

被害認定調査の実施に係るフロー 罹災証明書の交付に係るフロー

①調査計画の策定 ❶交付方針の決定

❷罹災証明書等の様式の設定②調査体制の構築
（人員確保、応援手配）

④研修の実施
（DVD、講習会ﾃｷｽﾄ等）

⑤➌被害認定調査実施、罹災証明書交付スケジュール等に関する広報

⑥調査班の編成 ➍資機材等の調達

⑦調査の実施

(1)1日の流れの確認

(2)伝達ミーティング

(3)現地調査

(4)情報共有ミーティング ➎罹災証明書の発行

(5)調査結果の整理
(1)申請書の受理

(6)翌日への準備 (2)判定結果の探索

（被災者台帳を作成する場合）

被災者台帳の作成

(4)罹災証明書の交付（初回）

※発災から１カ月以内
を目途に初回の調査
を実施、罹災証明書
を交付

第2次調査又は
再調査実施 （被災者から申請・依頼があった場合）

(4)罹災証明書の交付（2回目以降）

各種被災者支援施策の実施

※ は必ず行うべき項目

③資機材の調達
（作業空間、
資機材、
移動手段）

(3)被害程度の確認・
再調査依頼が可能である旨の周知

災 害 発 生

発
災
か
ら
１
週
間
程
度
(
災
害
の
規
模
等
に
よ
る
)

発
災
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ら
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(
災
害
の
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模
等
に
よ
る
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第３章　風水害対策編 _図

図 3-1 警報等の伝達系統

図 3-2 気象情報の伝達系統

気象庁
佐賀地方気象台

佐賀県
危機管理防災課

玄海町
防災安全課

気象庁ホームページ
国土交通省「川の防災情報」
玄海町防災ポータルサイト など

地上デジタル放送
ケーブルテレビ
ラジオ など

玄海町
警察・消防
海上保安庁 など

テレビ・ラジオ 電話

インターネット

メールなど

玄海町災害メールサービス
玄海町公式SNS
佐賀県防災アプリあんあん
緊急速報メール など

玄海町防災行政無線
広報車
消防団 など

その他

パソコン
スマートフォン
携帯電話
テレビ・ラジオ
など

スマートフォン
携帯電話
など

※１（ ）：法定伝達先（気象業務法施行令第８条第１号）

※２（ ）：特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路（気象業務法第１５条第２、３項）

（特別警報・警報）

ＦＡＸ

玄海町

県警察（警察本部警備第二課）

ＮＨＫ佐賀放送局

各警察署
交番、駐在所

陸上自衛隊（西部方面混成団、九州補給処）

各土木事務所

ダム管理事務所、各ダム管理所

各対策部

各現地機関

消防機関

佐賀県一斉指令システム
及びＦＡＸ

各民間報道機関

巡視船（艇）

漁業協同組合

船舶関係会社、
木材業（海面貯木）者

総務省消防庁

警察庁

国土交通省機関

ＮＴＴ西日本又は
ＮＴＴ東日本

ＮＨＫ本局

ＮＨＫ佐賀放送局

第七管区海上保安本部

県
［危機管理防災課］
（災害情報連絡室）
（災害警戒対策本部）

気

象

庁

本

庁

又

は

佐

賀

地

方

気

象

台

住

民

等

唐津海上保安部

各民間報道機関
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図 3-3 土砂災害警戒情報の伝達系統

佐賀県県土整備部
（河川砂防課）

TEL 0952-25-7162
FAX 0952-25-7277

佐賀県危機管理・報道局
（危機管理防災課）

玄海町

ＮＨＫ佐賀放送局
佐賀地方気象台

TEL 0952-32-7027
FAX 0952-32-7028

佐賀国道事務所

共
同
発
表
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第４章　地震災害対策編 _図

図 4-1 緊急地震速報のしくみ

（出典：気象庁ホームページ）

図 4-2 震度とゆれの状況

（出典：気象庁ホームページ）
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第 5章　津波災害対策編 _図

図 5-1 津波警報・注意報ととるべき行動

（出典：気象庁ホームページ）

図 5-2 津波避難行動

（出典：気象庁ホームページ）

図 5-3 大津波警報、津波警報の伝達系統

気象庁

NTT 西日本または
NTT 東日本
（昼・夜）

NTT 西日本
　関西ネットワーク
　運営センター（夜間）

町
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第 6章　原子力災害対策編 _図

図 6-1 警戒事態での情報伝達系統

内 閣 官 房

経済産業省資源エネルギー庁

指 定 行 政 機 関 指定地方行政機関

指 定 公 共 機 関原 子 力 規 制 委 員 会 ・ 内 閣 府
（ 原 子 力 事 故 合 同 警 戒 本 部 ）

唐 津 市 消 防 本 部
伊万里・有田消防本部

佐賀県
　災害警戒対策本部
　緊急時モニタリング本部

佐 賀 県 警 本 部

そ の 他 市 町

唐 津 海 上 保 安 部

玄 海 町
災 害 警 戒 本 部

西 部 分 署

佐 賀 地 方 気 象 台

※ 自 衛 隊

唐 津 警 察 署
伊 万 里 警 察 署

原子力防災専門官
原子力運転検査官

各 部 等
連絡員所属部署

関 係 各 課

そ の 他
関 係 機 関

※自衛隊
陸上自衛隊：西部方面混成団
海上自衛隊：佐世保地方総監部
航空自衛隊：西部航空方面隊

関係周辺市：唐津市、伊万里市

玄海原子力発電所

関 係 周 辺 市

区長、消防団、農協及び漁協
等 の 関 係 機 関
要 配 慮 者 施 設

民町

その他市町：玄海町、唐津市、
伊万里市以外の市町
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図 6-2 施設敷地緊急事態での情報伝達系統

玄海原子力発電所

内 閣 官 房

経済産業省資源エネルギー庁

指 定 行 政 機 関 指定地方行政機関

指 定 公 共 機 関

原 子 力 規 制 委 員 会 ・ 内 閣 府
（ 原 子 力 事 故 合 同 対 策 本 部 ）

県 災 害 対 策 本 部
保 健 医 療 調 整 本 部
（ 災 害 医 療 本 部 ）
緊 急 モ ニ タ リ ン グ 本 部

県警察非常災害警備本部

そ の 他 市 町

町 災 害 対 策 本 部

唐 津 消 防 本 部
伊万里・有田消防本部

西 部 分 署

原 子 力 防 災 専 門 官

唐 津 警 察 署
伊 万 里 警 察 署

唐 津 海 上 保 安 部

佐 賀 地 方 気 象 台

自 衛 隊

安 全 規 制 担 当 省 庁

指 定 行 政 機 関

原子力規制委員会・内閣府

玄 海 町

県現地災害対策本部

唐 津 消 防 本 部
伊万里・有田消防本部

唐 津 海 上 保 安 部

自 衛 隊

原 子 力 事 業 者

県警察原子力災害警備現地本部

原子力事故合同現地対策本部

オフサイトセンター

現地事故対策連絡会議

関 係 周 辺 市
関 係 周 辺 市

区長、消防団、農協及び
漁 協 等 の 関 係 機 関
要 配 慮 者 施 設
町 民
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図 6-3 緊急事態宣言発出後の情報伝達系統

原子力規制委員会・内閣府

指 定 行 政 機 関

県 災 害 対 策 本 部
保 健 医 療 調 整 本 部
（ 災 害 医 療 本 部 ）
緊急モニタリング本部

県警察非常災害警備本部

そ の 他 市 町

唐 津 警 察 署
伊 万 里 警 察 署

玄 海 町 災 害 対 策 本 部

関 係 周 辺 市

佐 賀 地 方 気 象 台

自 衛 隊

そ の 他 防 災 機 関

消 防 本 部

西 部 分 署

唐 津 海 上 保 安 部

玄 海 原 子 力 発 電 所

内 閣 官 房

指定公共機関、指定地方行政機関

原 子 力 防 災
専 門 官

関 係 周 辺 市

安 全 規 制
担 当 省 庁

原 子 力 規 制
委員会・内閣府

指 定 行 政 機 関

県 現 地 災 害 対 策 本 部

唐 津 消 防 本 部
伊万里・有田消防本部

原子力災害合同対策協議会

県警察原子力災害警備現地本部

唐 津 海 上 保 安 部

自 衛 隊

原 子 力 事 業 者

オフサイトセンター

現地原子力
災害対策本部

国の原子力災害対策本部

（注）緊急事態宣言発出前に県災害対策本部が設置された場合もこれに準じる。

玄海町現地災害対策本部
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図 6-4 感染症等の流行下における防護措置
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図 6-5 住民等に対する指示伝達・情報提供の系統

原 子 力 事 業 者

県現地災害対策本部

国現地災害対策本部

県 災 害 対 策 本 部

国原子力災害対策本部

県 警 察 本 部
消 防 本 部
自 衛 隊

玄海町・関係周辺市
（災害対策本部）
そ の 他 市 町

協力会社
入場者等

児童生徒
入所者等 船 舶 等

原 子 力
事 業 者

住 民 等

玄海町・関係周辺市

漁 協

原子力災害合同対策協議会

（オフサイトセンター）

報
道
機
関

交
通
機
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図 6-6  被ばく線量の比較（早見表）
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第 7章　林野火災対策編 _図

図 7-1 県への即報基準に該当する林野火災が発生した場合の情報連絡系統

図 7-2 災害情報連絡室の設置以降の情報連絡系統

火災発見者 佐賀森林管理署

県危機管理防災課

農林事務所

森林整備課

林業課
町

県警察

（必要に応じて連絡）

消
防
機
関

佐賀森林管理署

農林事務所

林業課森林整備課

陸上自衛隊西部方面混成団

陸上自衛隊九州補給処

関係各所属

唐津市

消防機関

林野庁

消防庁

各部（局）
連絡員所属部署 関係現地機関

県警察

（必要に応じて連絡）

（国への即応基準に該当する場合）

（国への即応基準に該当する場合）

消
防
機
関

町
県
危
機
管
理
防
災
課
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図 7-3 林野火災拡大時の情報連絡系統

佐賀森林
管理署

佐賀森林
管理署

農林事務所

林業課

森林整備課

陸上自衛隊西部方面混成団

陸上自衛隊九州補給処

林野庁

消防機関

唐津市

各部（局）
連絡員所属部署

関係現地機関

医療機関
その他の関係機関

県警察

（必要に応じて連絡）

（国への即応基準に該当する場合）

消
防
機
関

町

県[

危
機
管
理
防
災
課]
(

災
害
警
戒
対
策
本
部
等)

消防庁

その他防災関係機関

関係各所属



232

第 10 編　図集編

図 7-4 災害情報の収集・連絡系統
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図 8-1 県への即報基準に該当する火災が発生した場合の情報連絡系統

図 8-2 災害情報連絡室の設置以降の情報連絡系統

図 8-3 災害警戒本部又は災害対策本部を設置した場合の情報連
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図 8-4 災害情報の収集・連絡系統
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